
 

建 技 第 9 6 号  

令和２年５月 27 日  

 

 本庁関係各課及び各出先機関の長 様 

 

建設技術企画課長  

 

 

「週休２日推進工事積算要領」の改正について（通知） 

 

 

このことについて、下記のとおり改正するので通知します。 

 

 
記 

 

 

１ 改正取扱い（内容は別添のとおり） 

週休２日推進工事積算要領 

 

２ 適用時期 

令和２年６月１日以降の積算から適用する。 

 

３ 改正内容 

   共通仮設費率及び現場管理費率の補正係数を改正 
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１．概要 

建設業の働き方改革を推進する観点から取り組む週休２日の確保に当たって必要となる費用の計

上について、週休２日の補正を行う場合の直接工事費、共通仮設費（積上分）、共通仮設費（率計上分）

及び現場管理費の計算を本要領により実施する。 

直接工事費及び共通仮設費（積上分）に計上される単価のうち、以下に示す３種類の単価に対し

て週休２日の補正を適用した単価を計上する。 

・労務費 

・機械賃料 

・土木工事標準単価 

このうち「労務費」と「機械賃料」について、補正済み単価の計上方法を記載する。 

なお、「土木工事標準単価」については、「建設物価（土木コスト情報）」及び「積算資料（土木施工

単価）」に掲載の単価を使用しており、補正済み単価（同工種）が物価資料（「建設物価（土木コス

ト情報）」、「積算資料（土木施工単価）」）の両方に掲載されている場合は、その平均価格（小数点第

１位四捨五入）とし、片方の資料のみに掲載されている単価は、当該単価とする。 

 
 

２．労務費 

週休２日の補正を行う場合、労務単価について週休２日の補正係数を乗じた補正済み単価を算出

する。 

労務費には「夜間工事による労務単価の割増」による単価の補正がある。今回の週休２日の補正と

「夜間工事による労務単価の割増」を同時に適用する場合、補正単価は以下の式により算出する。 

 
（補正式） 

補正済み単価 ＝（労務単価×割増率）×週休２日の補正係数 

 
週休２日の補正の種類により、労務費に乗じる週休２日の補正係数は以下となる。 

 

４週８休以上：１．０５ 

４週７休以上、４週８休未満：１．０３ 

４週６休以上、４週７休未満：１．０１ 

 

 

労務費の補正済み単価の端数処理は以下の内容とする。 

 

週休２日の補正無し 週休２日の補正あり 

補正式で計算した値に対し、円未満切

捨ての端数処理を行う。 

補正式で計算した値に対し、週休２日

の補正係数を適用したあと、円未満切

捨ての端数処理を行う。 
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３．機械賃料 

機械賃料について週休２日の補正係数を乗じた補正済み単価を算出する。 

機械賃料には「夜間割増」による単価の補正がある。週休２日の補正と「夜間割増」を同時に適

用する場合、補正単価は以下の式により算出する。 

 
（補正式） 

補正後の機械賃料＝｛機械賃料×（１＋夜間割増）｝× 週休２日の補正係数 

 

週休２日の補正の種類により、機械賃料に乗じる週休２日の補正係数は以下となる。 
 
 

４週８休以上：１．０４ 

４週７休以上、４週８休未満：１．０３ 

４週６休以上、４週７休未満：１．０１ 
 
 

機械賃料の補正済み単価の端数処理は、有効３桁止め（４桁目四捨五入）とする。 
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４．施工パッケージ型積算方式の積算単価 

施工パッケージ積算単価Ｐ’を算出する際の補正式では、「静岡県の積算地区・積算年月における

単価」に補正済みの労務費・機械賃料・土木工事標準単価を用いて算出する。 

【静岡県の積算地区・積算年月における単価】 

・労務費：R1t’、R2t’ 、R3t’ 、R4t’ 

・機械賃料：K1t’、K2t’ 、K3t’ ※賃料のみ 

・土木工事標準単価：Q1t’ ※土木工事標準単価のみ 

・構成比（％）：Kr、Rr、Zr、Qr 
 
 
 

Ｋ１ｔ’ Ｋ３ｒ 
Ｐ’   ＝ Ｐ × × ＋ ・・・・ ＋ 

Ｋ１ｔ １００ 

Ｋｒ 

Ｋ１ｒ ＋ Ｋ２ｒ ＋ Ｋ３ｒ 

Ｒ１ｔ’ Ｒ４ｒ 
＋ × ＋・・・・ ＋ 

Ｒ１ｔ １００ 

Ｒｒ 

Ｒ１ｒ ＋ Ｒ２ｒ ＋ Ｒ３ｒ ＋ Ｒ４ｒ 

Ｚ１ｔ’ Ｚ４ｒ 
＋ × ＋・・・・ ＋ 

Ｚ１ｔ １００ 

Ｚｒ 

Ｚ１ｒ ＋ Ｚ２ｒ ＋ Ｚ３ｒ ＋ Ｚ４ｒ 

 

Ｑｒ 
＋ 

Ｑ１ｒ 

 

＋ 

 
 

 

市場単価を含む施工パッケージについては、市場単価は週休２日の補正対象外であるため、 

Q1t’は補正されない。 

凡例 

・・・週休２日の補正後の値 

×
 

 
 

 

×
 

 
 

 

 
× 
 

×
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５．間接工事費における週休２日の補正の計算 

週休２日を実施する工事において、間接工事費（共通仮設費率及び現場管理費率）に対して補正

を行う。 

 
（１）共通仮設費率 

週休２日の補正の種類により、共通仮設費率に乗じる週休２日の補正係数は以下となる。 
 
 

■共通仮設費率の補正係数 

４週８休以上：１．０４ 

４週７休以上、４週８休未満：１．０３ 

４週６休以上、４週７休未満：１．０２        

補正時の共通仮設費率計算式は以下の計算式となる。 

①共通仮設費率（補正前） 

①は現行積算基準に基づいて共通仮設費対象額によって算出された率 

 

 
 

②共通仮設費率（補正後）  

②共通仮設費率（補正後） ＝ ①共通仮設費率（補正前） 

  ×施工地域補正係数 

※小数点第 3 位四捨五入 2 位止め 

 
③共通仮設費率（週休２日の補正後） 

③共通仮設費率（週休２日の補正後）＝②共通仮設費率（補正後） 

×週休２日の補正係数 

※小数点第 3 位四捨五入 2 位止め 

【補足説明】 

・③において週休２日の補正係数は補正を行わない場合は、補正係数「1」として計算す

る。 

共通仮設費率（補正前）の式 

Kr＝Ａ・Ｐｂ 

Kr：共通仮設費率（％）（小数点第３位四捨五入２位止め） 

Ｐ：共通仮設費対象額 Ａ,ｂ：工種毎に決まる係数 
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（２）現場管理費 

週休２日の補正の種類により、現場管理費率に乗じる週休２日の補正係数は以下となる。 
 
 

■現場管理費率の補正係数 

４週８休以上：１．０６ 

４週７休以上、４週８休未満：１．０４ 

４週６休以上、４週７休未満：１．０３        

補正時の現場管理費率計算式は以下の計算式となる。 

①現場管理費率（補正前） 

①は現行積算基準に基づいて現場管理費対象額によって算出された率 

 

 

②現場管理費率（補正後） 

②現場管理費率（補正後）＝ ①現場管理費率（補正前）× 施工地域補正係数 

＋ 施工時期補正値 

＋ 砂防・地すべり工事補正値 

※小数点第 3 位四捨五入 2 位止め 

 
③現場管理費率（週休２日の補正後） 

③現場管理費率（週休２日の補正後）＝②現場管理費率（補正後） 

×週休２日の補正係数 

※小数点第 3 位四捨五入 2 位止め 

 
【補足説明】 

・③において週休２日の補正係数は補正を行わない場合は、補正係数「1」として計算す

る。 

 

 
 

現場管理費率（補正前）の式 

Ｊｏ＝Ａ・Ｎｐｂ 

Ｊｏ：現場管理費率（％）（小数点第３位四捨五入２位止め） 

Ｎｐ：現場管理費対象額 Ａ,ｂ：工種毎に決まる係数 
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改正前 改正後 改正内容

日付けの修正

新旧対照表
週休２日推進工事積算要領



改正前 改正後 改正内容

変更なし

新旧対照表



改正前 改正後 改正内容

変更なし

新旧対照表



改正前 改正後 改正内容

変更なし

新旧対照表



改正前 改正後 改正内容

変更なし

新旧対照表



改正前 改正後 改正内容

補正係数の改正

新旧対照表



改正前 改正後 改正内容

補正係数の改正

補正係数の改正

新旧対照表



 
 
【改正理由】 
 建設業の働き⽅改⾰を推進する観点から、「週休２⽇推進⼯事積算要領（令和元年７⽉）」
により、週休２⽇の確保に当たって必要となる費⽤の計上を⾏っているところであるが、国
基準の改正にあわせ、令和２年６⽉１⽇以降に発注する週休２⽇推進⼯事について、共通仮
設費率及び現場管理費率の補正係数を⾒直すものである。 
 
 
 
【改正箇所】 
 ・週休２⽇推進⼯事積算要領における補正係数 
 
  〜R2.5.31 

 ４週６休 ４週７休 ４週８休以上 
労務費 1.01 1.03 1.05 
機械経費（賃料） 1.01 1.03 1.04 
共通仮設費 1.01 1.03 1.04 
現場管理費 1.02 1.04 1.05 

 
 
  R2.6.1〜 

 ４週６休 ４週７休 ４週８休以上 
労務費 1.01 1.03 1.05 
機械経費（賃料） 1.01 1.03 1.04 
共通仮設費 1.02 1.03 1.04 
現場管理費 1.03 1.04 1.06 

 
 


